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消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）について

１

● 認知症高齢者や障がい者等の「消費生活上特に配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク
⇒ 地域の消費生活センター等に加え、福祉部局等の関係者を構成員とすることで、「消費者被害の

 未然防止」も含め、より充実した「高齢者等の安全・安心のための見守り等」を可能にする取組

⚫ 消費者被害の早期発見から事案解決へ
✓ 消費生活センターによる助言、あっせん

⚫ 迅速な情報収集による被害の拡大防止
✓ 事前の注意喚起、法執行による行政処分等

⚫ 必要な福祉サービスへの円滑な移行
✓ 消費者被害の発見をきっかけにした、生活保護、成年後見制
度等の福祉的な手当てへのつなぎ

⚫ 消費者庁等からの情報提供による見守りリストの
作成
✓ 消費者庁が事業者から押収した顧客名簿などをベースに、消費
者トラブルに遭う可能性のある住民の情報をまとめる

✓ 地域協議会内の構成員間で、見守り対象者に関する個人情
報を共有（個人情報保護法の例外規定適用）

地域協議会の取組

気付き、声掛け、つなぐ
被害の未然防止・拡大防止・早期発見・早期解決

見守り活動の中で発見された消費者被害を消費生活セ
ンターにつなげる仕組みを構築

構成員間の個人情報の共有による実効性の確保



【消費者安全確保地域協議会の設置】（第４期消費者基本計画における政策目標）

４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率５０％以上

⇒20/47都道府県で達成済み（2024年9月末時点）

２

消費者安全確保地域協議会の設置状況



消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）設置自治体一覧

※地方公共団体から2024年９月末日までに消費者庁に対して設置報告のあった協議会（広域連携による設置を含む。）

都道府県名 設置自治体名

北海道
北海道、豊浦町、江別市、釧路市、登別市、北見市、石狩市、湧別町、洞爺湖町、
乙部町、恵庭市、中札内村、浦河町、鷹栖町、紋別市、奥尻町

青森県
青森県、八戸市、板柳町、南部町、野辺地町、おいらせ町、五所川原市、三沢市、藤崎町、
つがる市、田子町、鶴田町、十和田市、田舎館村、三戸町、外ヶ浜町、六戸町、深浦町、
階上町、五戸町、東北町、西目屋村、平内町、新郷村、六ケ所村、弘前市、今別町、横浜町

岩手県 岩手県、矢巾町

宮城県 仙台市、大崎市

秋田県 北秋田市、大館市、能代市

山形県 山形県、山形市、米沢市

福島県 福島県、西会津町、南相馬市、福島市、広野町、石川町、鏡石町

茨城県 笠間市、取手市、水戸市

栃木県 栃木県、那須町、下野市、那須塩原市、矢板市、小山市、壬生町、佐野市、大田原市

群馬県 渋川市、館林市

埼玉県

行田市、日高市、吉川市、小鹿野町、志木市、上尾市、白岡市、加須市、桶川市、鴻巣市、
ふじみ野市、小川町、東松山市、北本市、宮代町、坂戸市、鶴ヶ島市、戸田市、春日部市、
所沢市、熊谷市、長瀞町、川島町、川越市、伊奈町、鳩山町、上里町、三芳町、和光市、
横瀬町、富士見市、新座市、幸手市、三郷市、久喜市、滑川町、朝霞市

千葉県 船橋市、富里市、白井市、印西市

東京都
千代田区、多摩市、板橋区、新宿区、世田谷区、調布市、国分寺市、練馬区、西東京市、
三鷹市、大田区、八王子市

神奈川県 鎌倉市

新潟県
新潟県、佐渡市、魚沼市、弥彦村、村上市、柏崎市、新潟市、五泉市、妙高市、胎内市、
刈羽村、南魚沼市、新発田市、見附市、聖籠町、小千谷市

富山県 富山県、富山市

石川県 能美市、加賀市、宝達志水町、能登町、小松市、穴水町、羽咋市

福井県 福井県、坂井市、越前市、敦賀市

山梨県
山梨県、甲府市、笛吹市、富士吉田市、富士河口湖町、山中湖村、鳴沢村、西桂町、
忍野村、南アルプス市、市川三郷町、上野原市、身延町

長野県 長野市、諏訪市

岐阜県 岐阜市、大垣市、本巣市、各務原市、飛騨市、瑞浪市、可児市

静岡県 静岡県、富士市、東伊豆町、南伊豆町、御殿場市、川根本町、沼津市

愛知県

愛知県、豊橋市、田原市、江南市、豊川市、西尾市、一宮市、蒲郡市、瀬戸市、安城市、
名古屋市、豊田市、高浜市、春日井市、豊明市、岩倉市、新城市、長久手市、東海市、半田市、
刈谷市、扶桑町、犬山市、尾張旭市、幸田町、日進市、北名古屋市、岡崎市、知立市、
みよし市、稲沢市、清須市、大府市、小牧市、碧南市、東浦町、あま市、常滑市、弥富市、
津島市

三重県 名張市、東員町、鈴鹿市、亀山市

滋賀県 野洲市、近江八幡市、大津市

京都府 京都府、大山崎町、宮津市、精華町

大阪府
八尾市、和泉市、交野市、岸和田市、豊中市、門真市、箕面市、大阪市、枚方市、貝塚市、
富田林市、摂津市、池田市、泉佐野市、柏原市

都道府県名 設置自治体名

兵庫県

兵庫県、洲本市、南あわじ市、淡路市、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、神戸市、
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、姫路市、福崎町、
神河町、市川町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、篠山市、
丹波市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、
加東市、多可町

奈良県 奈良県、大和郡山市、生駒市、香芝市、葛城市、御所市

和歌山県
上富田町、和歌山市、すさみ町、橋本市、御坊市、美浜町、有田川町、由良町、串本町、
みなべ町、白浜町、紀美野町

鳥取県 鳥取県、智頭町、倉吉市、湯梨浜町、伯耆町、日野町、三朝町、鳥取市、境港市、米子市、琴浦町

島根県
島根県、松江市、飯南町、浜田市、大田市、西ノ島町、雲南市、安来市、美郷町、江津市、
出雲市、隠岐の島町、奥出雲町、益田市、知夫村、津和野町

岡山県 岡山市、浅口市、井原市、笠岡市、真庭市

広島県 広島市、呉市

山口県
山口県、下松市、周南市、柳井市、宇部市、萩市、岩国市、山口市、美祢市、下関市、防府市、
長門市、光市、山陽小野田市

徳島県
徳島県、板野町、上板町、徳島市、北島町、松茂町、吉野川市、阿南市、鳴門市、阿波市、
勝浦町、神山町、石井町、小松島市、佐那河内村、上勝町、三好市、東みよし町、美馬市、
美波町、藍住町、牟岐町、那賀町、つるぎ町、海陽町

香川県
香川県、高松市、小豆島町、東かがわ市、宇多津町、善通寺市、土庄町、丸亀市、坂出市、
観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町、直島町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

愛媛県
愛媛県、久万高原町、伊方町、八幡浜市、宇和島市、松山市、新居浜市、松野町、鬼北町、
今治市、上島町、愛南町、西条市、伊予市、大洲市、四国中央市、内子町

高知県 高知市

福岡県

福岡県、苅田町、筑前町、川崎町、大任町、粕屋町、大牟田市、春日市、中間市、岡垣町、篠栗町、
大刀洗町、香春町、久留米市、飯塚市、豊前市、宗像市、太宰府市、嘉麻市、志免町、須恵町、新宮町、
添田町、糸島市、水巻町、北九州市、久山町、芦屋町、吉富町、うきは市、直方市、鞍手町、福津市、
小竹町、築上町、行橋市、筑後市、みやこ町、遠賀町、上毛町、大野城市

佐賀県 佐賀県、有田町、嬉野市、白石町、多久市、吉野ヶ里町、伊万里市、鳥栖市、神埼市

長崎県
長崎県、東彼杵町、松浦市、雲仙市、南島原市、大村市、島原市、対馬市、平戸市、五島市、
長崎市、壱岐市、波佐見町、佐世保市、佐々町、時津町、新上五島町、小値賀町

熊本県 熊本県、菊池市、天草市、玉名市、水俣市、八代市、熊本市

大分県 宇佐市、九重町、大分市

宮崎県 宮崎県、宮崎市、都城市

鹿児島県
鹿児島県、鹿屋市、瀬戸内町、湧水町、鹿児島市、奄美市、南大隅町、知名町、和泊町、
南さつま市、中種子町

沖縄県 沖縄県、粟国村

（参考）都道府県、市区町村人口規模別の設置状況

設置自治体数 総自治体数

全て 516 1788

うち都道府県 28 47

うち５万人以上 220 517

うち５万人未満 268 1224



４

消費者庁では、国が公募した民間事業者・団体等をプラットフォームとして、
新たな行政手法を構築し、地方においてモデルとなる事業を創出することを
目的とした「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」を実施。

地方消費者行政に関する先進的モデル事業

公募により
民間事業者を選定

実施過程及び
結果のとりまとめ

民間事業者を
プラットフォームとして
モデル事業を実施

【期待される効果】
〇地域の消費者施策における近年の重要課題の解決に向けて、広域連携や官民連携
等を活用した行政手法を取りまとめます。

〇地方においてモデル事業を実施し、その取組を他地域にも周知することで、全国的な対
応力強化を図ります。



事業１：リーフレットの作成→自治体への制度説明

５

地方消費者行政に関する先進的モデル事業（R５年度）



６



事業２：優良事例・先進的取組の収集・公開

７

地方消費者行政に関する先進的モデル事業（R５年度）



８

各モデルの具体的内容①



９

各モデルの具体的内容②
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各モデルの具体的内容③



事業：既存協議会の活性化支援等

11

地方消費者行政に関する先進的モデル事業（R６年度）

既存協議会の
状況調査・自治体

ヒアリング

優良事例の収集

活性化支援 ・支援ツールの作成
・民間事業者による伴走支援 等

※ 協議会既設置自治体
における最新の活動状況を
客観的に把握、分析

分析による見守り活動の活性化に結び付く要
因を把握し、モデル化

＜活性化の視点の目安＞

・ 構成員による情報提供の内容・程度 ・ 構成員同士の普段のコミュニケーションの深度
・ 提供された情報の活用度   ・ 地域の消費者へのアウトリーチの内容・程度 等

優良事例の「創出」
を目指す



市町村の見守りネットワーク事務局や構成員として参画する民間企業の双方において、「他業務で多忙である」

「具体的にどのような活動をすればいいのかイメージできていない」といった事情から、活動が年１回の総会における

情報共有のみに留まるなど見守りネットワークとしての活動が希薄なものになっている。

見守りネットワークの活動をより充実させるために、構成員として参画する民間企業の担当者が活動しやすい見

守り活動における取組について検討を行った。

実施内容

目的

民間企業との協働の検討（未来本部）

2022年～2023年度の取組

➢  徳島県の見守りネットワークに構成員として参画している

民間企業へのヒアリング

① 民間企業の見守り活動について現状把握（2022年）

② 民間企業が参画しやすい見守り活動について検討（2022年）

➢ モデル市町村、モデル民間企業の選定

➢ 企画会議の開催、民間企業が参画しやすい見守り活動について検討

 →構成員証（以下「名札」という。）を作成
➢ 試行前後でアンケート調査の実施、解説資料の配布

➢ 作成した名札を着用し、通常業務に就いていただく

③ ②で決定した取組を実施（2023年）

アンケート…名札を付けていただく協力企業様が対象。消費者トラブルの認知度や見守りが必要な人に会ったことがあるか等の調査。実証期間前後の２回に分けて実施。
解説資料…見守りネットワークに関する予備知識や訪問の際の気づきのポイント及び消費者トラブル事例・見守りフローシートの投稿方法等を記載した資料。

実施の流れ

１２



使い方
消費生活センターにつないだほうが良いと思われ
る案件については、手持ちのスマートフォン等で、
二次元コードを読み取り、そこからリンクする報
告フォーマットにて消費生活センターに報告する

構成員として参画する民間企業の職員が身に着ける名札

使い方
消費者トラブルが疑われる事案に遭遇した場
合の声掛けの際に見せる

想定する効果
✓ 見守りネットワークの認知度向上
✓ トラブルが疑われる事案に遭遇した際に、住
民に対して声掛けしやすくなる、また安心して
話を聞いてもらえる

✓ 見守りネットワークの一員であることについての、
職員への意識付け

想定する効果
✓ 消費生活センターへの報告が手軽に、また
迅速になる

民間企業との協働の検討
 ：小松島市と構成員として参画する民間企業との作成物

※「イヤヤン」の箇所は、企業のロゴが入ります。

2次元
コード2次元

コード

１３



①名札の裏の二次元コードを読み取る ②該当する項目にチェックし、送信

③見守りネットワークの事務局にて内容を確認 ④構成員に対して対応を指示

対応指示

・消費生活センターへの相談を勧める
・緊急性のある案件は、個人情報を含めた報告
・警察へ通報 など

例）

見守りネットワーク事務局員

構成員事務局員

民間企業との協働の検討
 ：小松島市と構成員として参画する民間企業との作成物の利用イメージ

14



助言

あっせん

相談員による

相談内容の聞き取り

消費生活相談の現場

被害回復

しかし認知症等の高齢者や障がい者等の場合
一つの被害を回復できたとしても

その後も次々と被害に遭ってしまうおそれがある

そこで

福祉部門との連携が重要
適切な福祉サービス・サポートにつなげることで継続的な支援を図る

例：介護サービス・成年後見制度の利用
日常生活自立支援事業の利用・生活保護・施設入所 等

通常の消費生活相談であれば、
一つの被害を回復したら相談は終了

15

消費者安全確保地域協議会と福祉との連携促進



消費生活部門との連携により、
被害が拡大する前に対処することができる

Ａ

福祉部門から見た連携のメリットは…？Ｑ

➤ 消費者被害が拡大してから対処することになれば、
場合によっては日常生活に必要な経済的基盤を

   失ってしまい、結局は生活保護につなげる等、
福祉現場のその後の対応に多大な労力を必要と
することにもなりかねない

○ 福祉部門にとっても非常に意味のあること
○ 高齢者や障がい者の生活を守る上で大変重要な取組

消費生活部門と福祉部門が連携して行う見守り活動は…

消費者安全確保地域協議会と福祉との連携促進

16
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消費者安全確保地域協議会と福祉との連携促進

「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について」
（社援地発1001第１号・消地協第236号（令和３年10月１日））

※重層的支援体制整備事業とは、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村（特別区を含む。）において、属性
を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援の３つの支援を一体的に実施する事業をいう。

＜通知内容の主なポイント＞

◎重層的支援体制の構築に当たっては、消費者被害の防止に向け、見守りネットワークとの連携を十
分に図っていただくことが重要

１ 重層的支援体制整備事業における消費者被害防止に向けた取組

➤ 地方公共団体の民生主管部と消費者行政担当部局が積極的に連携し、消費者被害の防止 
に向けて取り組むこと

➤ 重層的支援体制整備事業に消費者行政担当部局が関与し、見守りネットワークとしても一体と
して運用することにより、効率的・効果的かつ実効性のある取組とすること

２ 相互理解の促進

➤ 相互に日常的な連携を確保するよう努めていただきたい
    （重層的支援体制整備事業は、消費者被害防止施策と相互に密接した関係。

消費者被害の防止は、財産の権利擁護という福祉の目的の一部でもある点に留意。）

➤ 都道府県については、市町村への必要な支援を継続的に行うとともに、連携事例等に関する情
報について、各都道府県域内での共有に努めていただきたい
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＜連携事案＞
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（参考）消費生活相談員担い手確保事業
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近年の消費生活相談の状況

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_3
7.pdf
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（出典）令和６年版消費者白書

高齢者の消費生活相談の全体的な傾向
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（出典）令和６年版消費者白書 P26

認知症等の高齢者の消費生活相談件数の推移
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